
 
 

     

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
二
十
六
号 

 
 
 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
） 

第
一
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
職
員
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

２ 

保
育
士
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一

人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お

お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四

歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人

以
上
、
満
四
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
二
十
五
人
に

つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
育
所
一
に
つ

き
二
人
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

（
職
員
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

２ 

保
育
士
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一

人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お

お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四

歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人

以
上
、
満
四
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ

き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
育
所
一
に
つ
き

二
人
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教

育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
広
島
県

条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 



付
録
（
第
二
条
関
係
） 

付
録
（
第
二
条
関
係
） 

満
１
歳
に
満
た
な
い
園
児
の
数

３
＋

満
１
歳
以
上
満
３
歳
に

 
 
 
 
 
 
 
 
６

  
満
１
歳
に
満
た
な
い
園
児
の
数

３
＋

満
１
歳
以
上
満
３
歳
に

 
 
 
 
 
 
 
 
６
  

満
た
な
い
園
児
の
数
＋

満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た
な
い
園

 
 
 

  

児
の
数
＋

満
４
歳
以
上
の
園
児
の
数
  

満
た
な
い
園
児
の
数
＋

満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た
な
い
園

 
 
 

  

児
の
数
＋

満
４
歳
以
上
の
園
児
の
数
  

 
 

 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
広

島
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

付
録
（
第
十
九
条
関
係
） 

付
録
（
第
十
九
条
関
係
） 

満
１
歳
未
満
の
園
児
の
数

３
＋

満
１
歳
以
上
満
３
歳
未
満
の

 
 
 
６

  
満
１
歳
未
満
の
園
児
の
数

３
＋

満
１
歳
以
上
満
３
歳
未
満
の

 
 
 
６

  

園
児
の
数
＋

満
３
歳
以
上
満
４
歳
未
満
の
園
児
の
数
＋

満
  

４
歳
以
上
の
園
児
の
数

 
  

園
児
の
数
＋

満
３
歳
以
上
満
４
歳
未
満
の
園
児
の
数
＋

満
  

４
歳
以
上
の
園
児
の
数

 
  

 
 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て

も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教

育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
） 

３ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を

定
め
る
条
例
付
録
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
就



学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、

保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
付
録
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施

行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
） 

４ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
付
録
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
付
録
の
規
定
は
、
こ
の
条
例

の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

 


